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(57)【要約】
【課題】経腟法による超音波検査のトレーニングを行う
ことの可能なトレーニングシステムを提供する。
【解決手段】腟腔が形成された生体模型の腟腔内に挿入
可能なプローブ部材に設けられた検出装置であって、前
記プローブ部材の位置及び方向の少なくとも一方に関す
る情報を検出する検出装置が検出した情報を取得する取
得手段３１と、プローブ部材が腟腔内に挿入されている
場合に、取得した情報に基づいて、腟腔内におけるプロ
ーブ部材の位置及び方向の少なくとも一方を推定する推
定手段３２と、を備える。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　経腟法による超音波検査のトレーニングシステムであって、
　腟腔が形成された生体模型の腟腔内に挿入可能なプローブ部材に設けられた検出装置で
あって、前記プローブ部材の位置及び方向の少なくとも一方に関する情報を検出する検出
装置が検出した情報を取得する取得手段と、
　前記プローブ部材が前記腟腔内に挿入されている場合に、取得した情報に基づいて、前
記腟腔内における前記プローブ部材の位置及び方向の少なくとも一方を推定する推定手段
と、
　を備えるトレーニングシステム。
【請求項２】
　前記検出装置は、前記プローブ部材の加速度及び角速度の少なくとも一方を前記プロー
ブ部材の位置及び方向の少なくとも一方に関する情報として検出する、請求項１に記載の
トレーニングシステム。
【請求項３】
　推定された前記プローブ部材の位置及び方向の少なくとも一方に関する情報を提示する
提示手段を備える、請求項１又は２に記載のトレーニングシステム。
【請求項４】
　前記腟腔内における位置及び方向の少なくとも一方と、事前に得られた超音波画像と、
を対応付けた状態で記憶する記憶手段を備え、
　前記提示手段は、前記プローブ部材の位置及び方向の少なくとも一方が推定された場合
に、前記腟腔内における位置及び方向の少なくとも一方のうち、推定された位置及び方向
の少なくとも一方との間で所定の条件を満たす位置及び方向の少なくとも一方に対応付け
られた超音波画像を提示する、請求項３に記載のトレーニングシステム。
【請求項５】
　前記検出装置は、３軸加速度及び３軸角速度の少なくとも一方を検出するように構成さ
れており、
　前記取得手段は、前記検出装置が検出した３軸加速度及び３軸角速度の少なくとも一方
に関する情報を取得する、請求項１～４の何れかに記載のトレーニングシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、経腟法による超音波検査のトレーニングシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　妊娠初期や非妊娠時には、超音波を用いて体内を診察するための超音波検査が行われて
いる。超音波検査の一つの方法として知られる経腟法では、超音波プローブを腟腔に挿入
して、子宮や卵巣の形及び大きさ、内膜の厚さ等の計測、子宮筋腫、卵巣腫瘍、子宮内膜
症等を診断することが可能である。また、経腟法による超音波検査では、子宮内の胎芽が
入った胎嚢や胎児の心拍を確認することも可能である。経腟法を行うためには、超音波プ
ローブを膣腔内部に適切に挿入する必要がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、経腟法による超音波検査のトレーニングを人体を用いて行う場合には、
自身の体を用いてトレーニングが行われることに対して被検者が抵抗を感じる場合がある
ので、トレーニングを行うことが困難であった。また、臨床の場では、体内に異常が生じ
ていると診断することを経験する機会が少ないことから、トレーニングを効率的に行うこ
とが困難であった。
【０００４】
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　本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、経腟法による超音波検査のトレーニン
グを行うことの可能なトレーニングシステムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するために、本発明は、経腟法による超音波検査のトレーニングシステ
ムであって、腟腔が形成された生体模型の腟腔内に挿入可能なプローブ部材に設けられた
検出装置であって、前記プローブ部材の位置及び方向の少なくとも一方に関する情報を検
出する検出装置が検出した情報を取得する取得手段と、前記プローブ部材が前記腟腔内に
挿入されている場合に、取得した情報に基づいて、前記腟腔内における前記プローブ部材
の位置及び方向の少なくとも一方を推定する推定手段と、を備えるトレーニングシステム
を提供する（発明１）。
【０００６】
　ここで、プローブ部材の位置及び方向の少なくとも一方に関する情報とは、例えば、プ
ローブ部材の加速度であってもよいし、プローブ部材の角速度であってもよいし、プロー
ブ部材における磁界の大きさや方向等であってもよいし、これらの組み合わせであっても
よい。
【０００７】
　かかる発明（発明１）によれば、プローブ部材に設けられた検出装置が検出したプロー
ブ部材の位置及び方向の少なくとも一方に関する情報に基づいて、腟腔内におけるプロー
ブ部材の位置及び方向の少なくとも一方を推定することができる。これにより、プローブ
部材が腟腔内に適切に挿入されているか否かを判別することが可能になるので、経腟法に
よる超音波検査のトレーニングを行うことができる。
【０００８】
　上記発明（発明１）においては、前記検出装置は、前記プローブ部材の加速度及び角速
度の少なくとも一方を前記プローブ部材の位置及び方向の少なくとも一方に関する情報と
して検出するのが好ましい（発明２）。
【０００９】
　ここで、プローブ部材の位置及び方向の少なくとも一方に関する情報とは、例えば、加
速度及び角速度の少なくとも一方の値であってもよいし、加速度及び角速度の少なくとも
一方の値を所定の計算式に代入することによって得られた値であってもよいし、加速度及
び角速度の少なくとも一方の度合いを表す情報であってもよい。
【００１０】
　かかる発明（発明２）によれば、検出装置が検出した加速度及び角速度の少なくとも一
方に基づいて、腟腔内におけるプローブ部材の位置及び方向の少なくとも一方を推定する
ことができる。これにより、例えば検出装置が、磁界の大きさや方向等を検出する磁気セ
ンサで構成されている場合と比較して、トレーニングシステムを安価に構成することが可
能になる。
【００１１】
　上記発明（発明１～２）においては、推定された前記プローブ部材の位置及び方向の少
なくとも一方に関する情報を提示する提示手段を備えるのが好ましい（発明３）。
【００１２】
　かかる発明（発明３）によれば、推定されたプローブ部材の位置及び方向の少なくとも
一方に関する情報が提示されるので、例えばトレーニングを行うユーザやトレーニングの
指導者等は、提示された情報に基づいて、生体模型の腟腔内におけるプローブ部材の位置
及び方向の少なくとも一方が適切であるか否かを容易に判別することができる。
【００１３】
　上記発明（発明３）においては、前記腟腔内における位置及び方向の少なくとも一方と
、事前に得られた超音波画像と、を対応付けた状態で記憶する記憶手段を備え、前記提示
手段は、前記プローブ部材の位置及び方向の少なくとも一方が推定された場合に、前記腟
腔内における位置及び方向の少なくとも一方のうち、推定された位置及び方向の少なくと
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も一方との間で所定の条件を満たす位置及び方向の少なくとも一方に対応付けられた超音
波画像を提示するのが好ましい（発明４）。
【００１４】
　かかる発明（発明４）によれば、推定されたプローブ部材の位置及び方向の少なくとも
一方との間で所定の条件を満たす位置及び方向の少なくとも一方に対応付けられた超音波
画像が提示されるので、実際の経腟法による超音波検査と同じ状況を想定してトレーニン
グを行うことができる。
【００１５】
　上記発明（発明１～４）においては、前記検出装置は、３軸加速度及び３軸角速度の少
なくとも一方を検出するように構成されており、前記取得手段は、前記検出装置が検出し
た３軸加速度及び３軸角速度の少なくとも一方に関する情報を取得するのが好ましい（発
明５）。
【００１６】
　かかる発明（発明５）によれば、生体模型の腟腔内におけるプローブ部材の位置及び方
向の少なくとも一方を３次元で推定することができる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明のトレーニングシステムによれば、経腟法による超音波検査のトレーニングを行
うことができ、ひいては、例えば産婦人科の医師や看護師等の超音波検査のスキルを向上
させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の一実施形態に係るトレーニングシステムの基本構成を概略的に示す図で
ある。
【図２】トレーニング装置の構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の一実施形態に係るトレーニングシステムで主要な役割を果たす機能を説
明するための機能ブロック図である。
【図４】超音波画像データの構成例を示す図である。
【図５】本発明の一実施形態に係るトレーニングシステムの主要な処理の一例を示すフロ
ーチャートである。
【図６】変形例における検出装置の構成を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の一実施形態について添付図面を参照して詳細に説明する。ただし、この
実施形態は例示であり、本発明はこれに限定されるものではない。
【００２０】
　（１）トレーニングシステムの基本構成
　図１は、本発明の一実施形態に係るトレーニングシステムの基本構成を概略的に示す図
である。図１に示すように、このトレーニングシステムは、経腟法による超音波検査のト
レーニングシステムであって、腟腔が形成された生体模型Ａの腟腔内に挿入されたプロー
ブ部材１０の位置及び方向の少なくとも一方を、トレーニング装置２０が推定するように
なっている。プローブ部材１０の先端部（プローブヘッド）には、プローブ部材１０の位
置及び方向の少なくとも一方に関する情報を検出する検出装置１１が設けられており、検
出装置１１と、トレーニング装置２０とは、有線又は無線で通信可能に接続されている。
ここで、プローブ部材１０の位置及び方向の少なくとも一方に関する情報とは、例えば、
プローブ部材１０の加速度であってもよいし、プローブ部材１０の角速度であってもよい
し、プローブ部材１０における磁界の大きさや方向等であってもよいし、これらの組み合
わせであってもよい。
【００２１】
　なお、本実施形態では、検出装置１１がプローブ部材１０の先端部に設けられている場
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合を一例として説明しているが、この場合に限られない。検出装置１１は、例えば、プロ
ーブ部材１０において、プローブ部材１０の先端部との相対的な位置関係が一定に保たれ
るような部分（例えば根元部（後端部）等）に設けられ、当該部分に配置された状態でプ
ローブ部材１０の位置及び方向の少なくとも一方に関する情報を検出してもよい。
【００２２】
　生体模型Ａは、例えば卵巣、卵管、子宮、腟等の女性生殖器が形成された人体模型であ
って、成型が容易で、弾力性を有し、生体と同等又は類似の物理的性質を有する材料（例
えば、シリコーン、塩化ビニル、ポリウレタン等から選択される合成高分子材料等）で構
成されている。
【００２３】
　プローブ部材１０は、経腟法による超音波検査に用いられる超音波プローブと同様の形
状を有する部材であって、先端側が生体模型Ａの腟腔内に挿入可能に形成されている。プ
ローブ部材１０は、超音波プローブであってもよいし、超音波の発生及び探知機能を有し
ない疑似プローブであってもよい。ここで、プローブ部材１０が超音波プローブである場
合には、プローブ部材１０は、トレーニング装置２０と有線又は無線で通信可能に接続さ
れており、２次元又は３次元の超音波画像を生成するための超音波データを検出して、検
出した超音波データをトレーニング装置２０に送信してもよい。
【００２４】
　検出装置１１には、加速度センサ及び角速度センサの少なくとも一方が設けられており
、検出装置１１は、プローブ部材１０の加速度及び角速度の少なくとも一方をプローブ部
材１０の位置及び方向の少なくとも一方に関する情報として検出するようになっている。
検出装置１１は、加速度センサが設けられている場合に、検出した加速度に関する情報を
トレーニング装置２０に送信する。また、検出装置１１は、角速度センサが設けられてい
る場合に、検出した角速度に関する情報をトレーニング装置２０に送信する。加速度セン
サは、１軸加速度センサであってもよいし、２軸以上の複数軸加速度センサであってもよ
い。また、角速度センサは、１軸角速度センサであってもよいし、２軸以上の複数軸角速
度センサであってもよい。なお、本実施形態では、３軸加速度センサ及び３軸角速度セン
サの各々が検出装置１１に設けられている場合を一例として説明する。この場合、検出装
置１１は、３軸加速度及び３軸角速度を検出することが可能である。
【００２５】
　（２）トレーニング装置の構成
　図２を参照してトレーニング装置２０について説明する。図２は、トレーニング装置２
０の内部構成を示すブロック図である。図２に示すように、トレーニング装置２０は、Ｃ
ＰＵ（Central Processing Unit）２１と、ＲＯＭ（Read Only Memory）２２と、ＲＡＭ
（Random Access Memory）２３と、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）２４と、表示処理部２５
と、表示部２６と、入力部２７と、通信インタフェース部２８とを備えており、各部間の
制御信号又はデータ信号を伝送するためのバス２９が設けられている。トレーニング装置
２０は、例えば、汎用のパーソナルコンピュータであってもよいし、超音波診断装置であ
ってもよい。
【００２６】
　ＣＰＵ２１は、電源がトレーニング装置２０に投入されると、ＲＯＭ２２又はＨＤＤ２
４に記憶された各種のプログラムをＲＡＭ２３にロードして実行する。ＣＰＵ２１は、検
出装置１１から送信された信号を通信インタフェース部２８を介して受信し、その信号を
解釈する。また、プローブ部材１０が超音波プローブである場合には、ＣＰＵ２１は、プ
ローブ部材１０から送信された信号を通信インタフェース部２８を介して受信し、その信
号を解釈する。
【００２７】
　ＨＤＤ２４は不揮発性記憶装置であり、オペレーティングシステム（ＯＳ）やＯＳ上で
実行されるプログラムを記憶する。また、ＨＤＤ２４には、後述する超音波画像データ（
図４に示す）が記憶されていてもよい。なお、ここでは、ＨＤＤ２４が設けられている場
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合を一例として説明しているが、ＨＤＤ２４の代わりに他の不揮発性記憶装置（例えばフ
ラッシュメモリ等）が設けられてもよい。
【００２８】
　表示処理部２５は、ＣＰＵ２１から与えられる表示用データを、表示部２６に表示する
。表示部２６は、例えば、マトリクス状に画素単位で配置された薄膜トランジスタを含む
ＬＣＤ（Liquid Cristal Display）モニタであり、表示用データに基づいて薄膜トランジ
スタを駆動することで、表示されるデータを表示画面に表示する。
【００２９】
　トレーニング装置２０が釦入力方式の通信端末である場合には、入力部２７は、ユーザ
の操作入力を受け入れるための複数の釦を備え、各釦の押下（操作）入力を認識してＣＰ
Ｕ２１へ出力するためのインタフェース回路を含む。
【００３０】
　トレーニング装置２０がタッチパネル入力方式の装置である場合には、入力部２７は、
主として表示画面に指先又はペンで触れることによるタッチパネル方式の入力を受け付け
る。タッチパネル入力方式は、静電容量方式等の公知の方式でよい。
【００３１】
　通信インタフェース部２８は、検出装置１１と通信を行うためのインタフェース回路を
含む。また、プローブ部材１０が超音波プローブである場合には、通信インタフェース２
８は、超音波プローブと通信を行うためのインタフェース回路を含んでもよい。
【００３２】
　（３）トレーニングシステムにおける各機能の概要
　本実施形態に係るトレーニングシステムで実現される機能について、図３を参照して説
明する。図３は、本実施形態に係るトレーニングシステムで主要な役割を果たす機能を説
明するための機能ブロック図である。図３の機能ブロック図では、取得手段３１及び推定
手段３２が本発明の主要な構成に対応している。他の手段（提示手段３３及び記憶手段３
４）は必ずしも必須の構成ではないが、本発明をさらに好ましくするための構成要素であ
る。
【００３３】
　なお、本実施形態のトレーニングシステムにおける各機能を説明するにあたって、検出
装置１１は、３軸加速度及び３軸角速度を常時又は所定間隔（例えば数十～数百ミリ秒間
隔）で検出して発信するものと想定する。
【００３４】
　取得手段３１は、腟腔が形成された生体模型Ａの腟腔内に挿入可能なプローブ部材１０
に設けられた検出装置１１であって、プローブ部材１０の位置及び方向の少なくとも一方
に関する情報を検出する検出装置１１が検出した情報を取得する機能を備える。
【００３５】
　なお、検出装置１１は、プローブ部材１０の加速度及び角速度の少なくとも一方をプロ
ーブ部材１０の位置及び方向の少なくとも一方に関する情報として検出してもよい。この
場合における、プローブ部材１０の位置及び方向の少なくとも一方に関する情報とは、例
えば、加速度及び角速度の少なくとも一方の値であってもよいし、加速度及び角速度の少
なくとも一方の値を所定の計算式に代入することによって得られた値であってもよいし、
加速度及び角速度の少なくとも一方の度合いを表す情報であってもよい。これにより、検
出装置１１が検出した加速度及び角速度の少なくとも一方に基づいて、腟腔内におけるプ
ローブ部材１０の位置及び方向の少なくとも一方を推定することができる。
【００３６】
　また、取得手段３１は、検出装置１１が３軸加速度及び３軸角速度の少なくとも一方を
検出するように構成されている場合には、検出装置１１が検出した３軸加速度及び３軸角
速度の少なくとも一方に関する情報を取得してもよい。この場合、生体模型Ａの腟腔内に
おけるプローブ部材１０の位置及び方向の少なくとも一方を３次元で推定することができ
る。
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【００３７】
　取得手段３１の機能は、例えば以下のように実現される。トレーニング装置２０のＣＰ
Ｕ２１は、所定のタイミングを起点として、検出装置１１から送信された情報（本実施形
態では、３軸加速度及び３軸角速度に関する情報）を通信インタフェース部２８を介して
受信（取得）するごとに、受信した情報を例えばＲＡＭ２３に記憶する。ここで、所定の
タイミングとは、例えば入力部２７を用いてトレーニングの開始が指示されたタイミング
であってもよい。また、トレーニングは、プローブ部材１０の先端が生体模型Ａの腟口に
接している状態で開始されてもよい。これにより、生体模型Ａの腟口におけるプローブ部
材１０の位置及び方向を基準の位置及び方向として、腟腔内におけるプローブ部材１０の
位置及び方向を３次元で推定することができる。
【００３８】
　推定手段３２は、プローブ部材１０が腟腔内に挿入されている場合に、取得した情報に
基づいて、腟腔内におけるプローブ部材１０の位置及び方向の少なくとも一方を推定する
機能を備える。
【００３９】
　推定手段３２の機能は、例えば以下のように実現される。トレーニング装置２０のＣＰ
Ｕ２１は、プローブ部材１０が腟腔内に挿入されている状態で検出装置１１から送信され
た情報を取得手段３１の機能に基づいて取得するごとに、取得した情報に基づいて、当該
情報を前回取得したときからのプローブ部材１０の移動距離及び回転方向を算出すること
によって、プローブ部材１０の位置及び方向を推定する。なお、ＣＰＵ２１は、プローブ
部材１０の位置及び方向を推定すると、推定した位置及び方向のデータを例えばＲＡＭ２
３に記憶する。
【００４０】
　提示手段３３は、推定されたプローブ部材１０の位置及び方向の少なくとも一方に関す
る情報を提示する機能を備える。これにより、推定されたプローブ部材１０の位置及び方
向の少なくとも一方に関する情報が提示されるので、例えばトレーニングを行うユーザや
トレーニングの指導者等は、提示された情報に基づいて、生体模型Ａの腟腔内におけるプ
ローブ部材１０の位置及び方向の少なくとも一方が適切であるか否かを容易に判別するこ
とができる。
【００４１】
　提示手段３３の機能は、例えば以下のように実現される。トレーニング装置２０のＣＰ
Ｕ２１は、推定手段３２の機能に基づいてプローブ部材１０の位置及び方向が推定される
ごとに、例えばＲＡＭ２３に記憶されたプローブ部材１０の位置及び方向のデータを抽出
する。そして、ＣＰＵ２１は、抽出した位置及び方向のデータを含むテキスト情報及び／
又は画像情報を生成して、生成した情報を表示部２６に表示させるように表示処理部２５
を制御してもよい。また、ＣＰＵ２１は、抽出した位置及び方向のデータを含む音声情報
を生成して、生成した音声情報を、例えばトレーニング装置２０に設けられた音声出力装
置（例えばスピーカ等）から出力させてもよい。
【００４２】
　記憶手段３４は、腟腔内における位置及び方向の少なくとも一方と、事前に得られた超
音波画像と、を対応付けた状態で記憶する機能を備える。
【００４３】
　記憶手段３４の機能は、例えば以下のように実現される。トレーニング装置２０のＣＰ
Ｕ２１は、例えば、事前に得られた超音波画像と、当該超音波画像が得られたときの腟腔
内における超音波プローブの位置及び方向と、を含むデータが例えば入力部２７を用いて
入力された場合に、ＨＤＤ２４に記憶された超音波画像データにアクセスして、入力され
たデータを超音波画像データに記憶する。また、ＣＰＵ２１は、超音波画像と、当該超音
波画像が生成されたときの腟腔内における超音波プローブの位置及び方向と、を含むデー
タを、例えば外部装置から通信インタフェース部２８を介して受信した場合に、受信した
データを超音波画像データに記憶してもよい。



(8) JP 2017-189538 A 2017.10.19

10

20

30

40

50

【００４４】
　図４に示す超音波画像データは、腟腔内における超音波プローブの位置及び方向ごとに
、当該位置及び方向において生成された超音波画像が対応付けられた状態で記録されてい
るデータである。ここで、超音波画像は、事前に超音波プローブが取得した超音波データ
に基づいて生成されたものであって、人体を用いて生成されたものであってもよいし、生
体模型Ａを用いて生成されたのであってもよい。
【００４５】
　ここで、提示手段３３は、プローブ部材１０の位置及び方向の少なくとも一方が推定さ
れた場合に、腟腔内における位置及び方向の少なくとも一方のうち、推定された位置及び
方向の少なくとも一方との間で所定の条件を満たす位置及び方向の少なくとも一方に対応
付けられた超音波画像を提示してもよい。これにより、推定されたプローブ部材１０の位
置及び方向の少なくとも一方との間で所定の条件を満たす位置及び方向の少なくとも一方
に対応付けられた超音波画像が提示されるので、実際の経腟法による超音波検査と同じ状
況を想定してトレーニングを行うことができる。
【００４６】
　なお、所定の条件は、例えば、超音波データに記憶されている位置及び方向と、推定手
段３２の機能に基づいて推定された位置及び方向との差が所定値以下であること、であっ
てもよい。この場合、生体模型Ａの腟腔内におけるプローブ部材１０の位置及び方向に近
い位置及び方向において事前に得られた超音波画像を提示することが可能になる。
【００４７】
　また、所定の条件は、超音波データに記憶されている位置と、推定手段３２の機能に基
づいて推定された位置との差が所定値以下であること、であってもよい。さらに、所定の
条件は、超音波データに記憶されている方向と、推定手段３２の機能に基づいて推定され
た方向との差が所定値以下であること、であってもよい。
【００４８】
　この場合における提示手段３３の機能は、例えば以下のように実現される。なお、ここ
では、所定の条件が、超音波データに記憶されている位置及び方向と、推定手段３２の機
能に基づいて推定された位置及び方向との差が所定値以下であること、である場合を一例
として説明する。トレーニング装置２０のＣＰＵ２１は、推定手段３２の機能に基づいて
プローブ部材１０の位置及び方向が推定されるごとに、超音波データにアクセスして、超
音波データに記憶されている位置及び方向のうち、超音波データに記憶されている位置と
推定された位置との差が所定値以下であって、超音波データに記憶されている方向と推定
された方向との差が所定値以下である位置及び方向を抽出する。そして、ＣＰＵ２１は、
位置及び方向を抽出した場合に、抽出した位置及び方向に対応する超音波画像を表示部２
６に表示させるように表示処理部２５を制御する。
【００４９】
　（４）本実施形態のトレーニングシステムの主要な処理のフロー
　次に、本実施形態のトレーニングシステムにより行われる主要な処理のフローの一例に
ついて、図５のフローチャートを参照して説明する。
【００５０】
　先ず、検出装置１１は、３軸加速度及び３軸角速度を常時又は所定間隔（例えば数十～
数百ミリ秒間隔）で検出して発信する。
【００５１】
　一方、トレーニング装置２０のＣＰＵ２１は、所定のタイミングを起点として、検出装
置１１から送信された情報（本実施形態では、３軸加速度及び３軸角速度に関する情報）
を通信インタフェース部２８を介して受信（取得）するごとに、受信した情報を例えばＲ
ＡＭ２３に記憶する（ステップＳ１００）。
【００５２】
　次に、トレーニング装置２０のＣＰＵ２１は、プローブ部材１０が腟腔内に挿入されて
いる状態で検出装置１１から送信された情報を取得すると、取得した情報に基づいて、当
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該情報を前回取得したときからのプローブ部材１０の移動距離及び回転方向を算出するこ
とによって、プローブ部材１０の位置及び方向を推定する（ステップＳ１０２）。
【００５３】
　そして、トレーニング装置２０のＣＰＵ２１は、プローブ部材１０の位置及び方向が推
定されると、推定された位置及び方向を含むテキスト情報及び／又は画像情報を生成して
、生成した情報を表示部２６に表示させるように表示処理部２５を制御する（ステップＳ
１０４）。次いで、ＣＰＵ２１は、ステップＳ１００の処理に移行してもよい。
【００５４】
　上述したように、本実施形態のトレーニングシステムによれば、プローブ部材１０に設
けられた検出装置１１が検出したプローブ部材１０の位置及び方向の少なくとも一方に関
する情報に基づいて、腟腔内におけるプローブ部材１０の位置及び方向の少なくとも一方
を推定することができる。これにより、プローブ部材１０が腟腔内に適切に挿入されてい
るか否かを判別することが可能になるので、経腟法による超音波検査のトレーニングを行
うことができる。
【００５５】
　なお、本実施形態の取得手段３１、推定手段３２、提示手段３３及び記憶手段３４の各
機能を実現するプログラムは、コンピュータで読み取り可能な記憶媒体に記憶されていて
もよい。このプログラムを記録した記憶媒体は、図２に示されたトレーニング装置２０の
ＲＯＭ２２又はＨＤＤ２４であってもよい。また、この記憶媒体は、例えばＣＤ－ＲＯＭ
ドライブ等のプログラム読取装置に挿入されることで読み取り可能なＣＤ－ＲＯＭ等であ
ってもよい。さらに、この記憶媒体は、磁気テープ、カセットテープ、フレキシブルディ
スク、ＭＯ／ＭＤ／ＤＶＤ等であってもよいし、半導体メモリであってもよい。
【００５６】
　以上説明した実施形態は、本発明の理解を容易にするために記載されたものであって、
本発明を限定するために記載されたものではない。したがって、上記実施形態に開示され
た各要素は、本発明の技術的範囲に属する全ての設計変更や均等物をも含む趣旨である。
【００５７】
　上記実施形態では、提示手段３３が、プローブ部材１０の位置及び方向の少なくとも一
方が推定された場合に、腟腔内における位置及び方向の少なくとも一方のうち、推定され
た位置及び方向の少なくとも一方との間で所定の条件を満たす位置及び方向の少なくとも
一方に対応付けられた超音波画像を提示する場合を一例として説明したが、この場合に限
られない。例えば、プローブ部材１０が超音波プローブである場合には、トレーニング装
置２０のＣＰＵ２１は、実際の超音波検査においてプローブ部材１０が人体の腟腔内に挿
入されている状態でプローブ部材１０が検出した超音波データに基づいて、超音波画像を
生成してもよい。これにより、実際の超音波検査においてプローブ部材１０を用いて得ら
れた超音波画像を、超音波検査のトレーニングに用いることができる。
【００５８】
　また、トレーニング装置２０のＣＰＵ２１は、生成した超音波画像を表示部２６に表示
させるように表示処理部２５を制御してもよい。さらに、ＣＰＵ２１は、生成した超音波
画像を、超音波データを検出したプローブ部材１０の腟腔内の位置及び方向の少なくとも
一方に対応付けた状態で例えばＨＤＤ２４に記憶してもよい。さらにまた、ＣＰＵ２１は
、入力部２７を用いた指示に基づいて、記憶された超音波画像を表示部２６に表示させる
ように表示処理部２５を制御してもよい。
【００５９】
　また、上記実施形態では、検出装置１１が、加速度及び角速度を検出する場合を一例と
して説明したが、この場合に限られない。例えば、検出装置１１は、加速度及び角速度の
何れか一方を検出してもよい。この場合、トレーニング装置２０のＣＰＵ２１は、検出さ
れた加速度又は角速度に基づいて、プローブ部材１０の位置又は方向を推定してもよい。
【００６０】
　さらに、上記実施形態では、検出装置１１が加速度センサ及び角速度センサの各々を含
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む場合を一例として説明したが、この場合に限られない。例えば、検出装置１１は、加速
度センサ、角速度センサ及び磁気センサのうち少なくとも一つを含むように構成されても
よいし、加速度、角速度及び磁界の各々を検出可能なセンサ（例えば、モーションセンサ
等）で構成されてもよい。
【００６１】
　図６は、上述した実施形態の変形例における検出装置１１の構成を示すブロック図であ
る。本変形例において、検出装置１１は、磁気センサとして構成されており、トランスミ
ッタ１１ａと、レシーバ１１ｂと、制御部１１ｃと、通信インタフェース部１１ｄと、を
備えている。なお、検出装置１１が磁気センサとして構成されている場合には、生体模型
Ａは、非磁性物質で構成されていることが好ましく、例えば、シリコーン、塩化ビニル、
ポリウレタン等から選択される合成高分子材料等で構成されてもよい。
【００６２】
　トランスミッタ１１ａは、磁界を発生する装置であり、制御部１１ｃの制御に基づいて
電流が流れることによって磁界を発生するように構成されている。レシーバ１１ｂは、プ
ローブ部材１０の先端部に設けられており、内部にコイルを備えている。このコイルは、
レシーバ１１ｂがトランスミッタ１１ａの発する磁界内に存在する場合に、誘導電流が発
生するようになっている。なお、トランスミッタ１１ａの設置位置は、トランスミッタ１
１ａの発する磁界内にレシーバ１１ｂが存在し得る範囲内であれば、特に限定されない。
【００６３】
　また、本変形例では、レシーバ１１ｂがプローブ部材１０の先端部に設けられている場
合を一例として説明しているが、この場合に限られない。レシーバ１１ｂは、例えば、プ
ローブ部材１０において、プローブ部材１０の先端部との相対的な位置関係が一定に保た
れるような部分（例えば根元部（後端部）等）に設けられてもよい。
【００６４】
　制御部１１ｃは、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＨＤＤ等を備えており、電源が検出装置１
１に投入されると、例えばＲＯＭ又はＨＤＤに記憶されたプログラムをＲＡＭにロードし
て実行する。制御部１１ｃは、例えば所定の制御信号をトランスミッタ１１ａに送信して
、トランスミッタ１１ａに流れる電流を制御する。また、制御部１１ｃは、レシーバ１１
ｂで発生した誘導電流を測定することによって、トランスミッタ１１ａの位置を基準とす
るレシーバ１１ｂの位置及び方向（つまり、プローブ部材１０の位置及び方向）を計測す
る。
【００６５】
　通信インタフェース部１１ｄは、トレーニング装置２０と有線又は無線で通信を行うた
めのインタフェース回路を含む。制御部１１ｃは、計測したレシーバ１１ｂの位置及び方
向に関する情報を、通信インタフェース部１１ｄを介してトレーニング装置２０に送信す
る。
【００６６】
　本変形例における検出装置１１を用いた場合であっても、プローブ部材１０に設けられ
たレシーバ１１ｂが検出したプローブ部材１０の位置及び方向の少なくとも一方に関する
情報に基づいて、腟腔内におけるプローブ部材１０の位置及び方向の少なくとも一方を推
定することができる。
【００６７】
　さらに、上述した実施形態では、トレーニング装置２０によって、取得手段３１、推定
手段３２、提示手段３３及び記憶手段３４の各機能を実現する構成としたが、この構成に
限られない。これらの全ての手段をプローブ部材１０又は検出装置１１によって実現する
構成としてもよいし、少なくとも一部の手段をプローブ部材１０又は検出装置１１によっ
て実現する構成としてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００６８】
　上述したような本発明のトレーニングシステムは、経腟法による超音波検査のトレーニ
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ングを行うことができ、ひいては、例えば産婦人科の医師や看護師等の超音波検査のスキ
ルを向上させることができるので、その産業上の利用可能性は極めて大きい。
【符号の説明】
【００６９】
１０…プローブ部材
１１…検出装置
２０…トレーニング装置
３１…取得手段
３２…推定手段
３３…提示手段
３４…記憶手段
Ａ…生体模型

【図１】 【図２】

【図３】
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